
（仮称）児童相談システムにおける個人情報の流れ （資料７６－１）

対象者

子ども家庭
支援課

新宿区

区イントラネット
パソコン

（仮想デスクトップ）

相談者から聞き聞
き取った情報

相談者等の氏名・
性別、生年月日、
住所、所属、健康
状態、相談内容等

①相談

（仮称）児童相談
システム

氏名、性別、生年月日、
住所等、保健情報（予
防接種、健診情報、
EPDS、特定妊婦情報、
ゆりかご面接、すくす
く赤ちゃん訪問等）

団体内統合宛名等
システム

（住基、保健）
連携サーバー

対象者情報

所属情報
学校（幼小中）、
保育園（認可保
育所）の名称

対象者情報

対象者情報

・特記事項等の遵守
・立入調査等及び状況報告
・責任者及び取扱者の報告
・区が作成した業務フローに
基づく業務の履行

・データの暗号化
・個人情報の返却及び消去
・事故等への対応体制及び手順
の整備

・事故発生時等の協議

・特定相手以外との通信不可
・ネットワーク機器やサーバの制御
・通信内容の暗号化
・外部からの攻撃防御（ファイア
ウォール の設置、サーバの要塞化、
侵入検知、セキュリティパッチの適
用等）

・ウィルス対策
・最新のパターンファイルの適用
・ＩＤ／パスワード等認証
・ファイルのパスワード設定
・アクセス制御
・システムネットワーク状態等の監視
・アクセスログ取得
・サーバ冗長化
・バックアップ
・入退室管理
・国内法が適用されるサーバ環境

データの連携取込
（日時）

②相談に関するデータの入力

データの連携取込
（月１回）

③対象者情報の確認

※（仮称）児童相談システム、団体内統合宛名等システム、連携サーバについては、情報システム課が管理している統合基盤上に構築


